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東日本大震災被災者の介護保険料と 
介護保険利用者負担の減免の継続を求める要望書 

 
【要望項目】 

 生活再建に至らない東日本大震災被災者に対する介護保険料と介護保険利用者負担の

減免を被災市町村の負担によらず継続するための財政措置を講ずること。 

 

【要望理由】 

国は、各都道府県介護保険主管部あての「平成 24 年 10 月 1 日以降の東日本大震災に

より被災した被保険者の利用者負担の減免措置に対する免除証明書等の取り扱いについ

て」（平成 24 年 7 月 24 日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡）において、市

町村が発行した免除証明書は平成 24 年 10 月 1 日以降無効なものとして取り扱うこと、

利用者負担又は介護保険の保険料の減免について今までの国としての特別の財政支援は

行わないことを連絡しました。ただし、「介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する

省令」（平成 12 年厚生省令第 26 号）の基準を満たす場合のみ、平成 23 年 10 月 1 日から

平成 25 年 3 月 31 日までの間に係る減免額 10 分の 8 について財政援助をすることとしま

した。 

10 月以降、被災市町村に介護保険料と介護保険利用者負担（1 割）の減免の継続の如

何の判断と減免額 10 分の 2 の負担を押し付けたといわざるを得ない国の対応です。 

被災地では、多くの被災者が収入の道を断たれ、生活の再建すらままならない状況です。

将来への不安を抱え、長引く避難生活で疲労が蓄積し、体調不良や持病の悪化などが顕著

になっています。 

国は生活再建に至らない東日本大震災被災者に対する介護保険料と介護保険利用者負

担の減免を被災市町村の負担によらずに継続するための財政措置を講ずることを要望い

たします。 
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